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危険物行政の現状と課題

自治省消防庁危険物規制課長  小林 恭―

バブル崩壊以降、危険物施設の事故が急増 してきている。その要因の一つとして、個々

の従業員の企業への帰属意識の高さや質の高さなど、日本の事業所の安全を支えてきたシステ

ムの根幹が揺らぎ始めていることが懸念される。そのような事態に対応する規制のあり方を

考える。

1 事故が増えてぃゑ

一昨年の危険物安全週間の時、最近の事故件数の推移を分析し、

①昭和50年 代から着実に減少してきた危険物施設の事故件数が、バブルの崩壊 以降増大

に転じているのではないか

②この傾向は、他の産業分野でも同じように見られるものがある

③その原因は、リストラやアウトソーシングの増大により、事故防止ノウハウの 蓄積と

継承のために有効だつた日本型システムが壊れてきているためではないか

④保守′点検費用の減少が懸念されるが、今のところ 「腐食 ・劣化による事故の増 大」と

いう形では表れていない。なお継続的に事故件数の動向に注意を払う必要 がある

⑤規制緩和の影響は今のところない、というより、事故件数の増大に結びつくような規制

緩和はこれまで行つておらず、これ以後も行うつもりはない

⑥事故件数が増大し始めているように見えるのが単なる統計の振れであることを 願つて

いるが、もし私の推測が正しければ、今後も暫くの間事故件数は増大する のではないか

という話をした。

あれから2年 が経つたが、日本経済はいまだに混迷を続け、産業界のリストラはさらに

進行している。そんな中で、危険物施設の事故件数はどうなっただろう力Ъ

図1を見ればおわかりのように、さらに2年 分のデータを追加して見ると、事故件数の

増大傾向はもはや反論のしようがないほど顕著になっている。

また、2年 前には 「保守′点検費用の軽減の影響は、まだ統計には表れていない」として

いたが、新しいデータを見ると、「腐食 。劣化による漏洩事故の増加」という傾向が顕著に

なってきており、その理由として 「保守点検がおろそ力ヽこなってきていること」を疑わざるを

得なくなっている。(図2参照)
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2 何故最近事故が増えてきたか

ここで、なぜバブルの崩壊以降事故件数が増大するようになったのか、を考えてみたい。

バブル崩壊後に事故件数が増大してきた理由を考えるためには、昭和50年 代初めの頃から

バブル崩壊後の平成3～ 4年頃まで、危険物施設の事故件数が着々と減少してきた理由を考え

る必要がある。特に石油コンビナー ト施設では、昭和50年 代の初め頃150件前後だつた事故

件数が平成3～ 5年頃には50件 前後にまで、十数年の間に実に3分の1に減っている。

この理由は、ちょっと逆説的に言えば、施設が古くなつているからだ、と考えている。

施設が老朽化すれば図3の とおり事故発生率は上がるはずだが、一方で、定期点検、定期補修

などがなされるので、それらが適切になされていれば、事故発生率は単調に上昇せず、図4の

ように一定の範囲で鋸の歯のような形状を取るはずである。

他方、同一の施設を使い続けていると、自社、他社に限らず様々な事故やヒヤリハット事例

に遭遇し、その施設の事故防止に関するノウハウが蓄積され、ハー ド面での改善も進むはず

なので、その限りでは事故発生率は減少するはずである (図5)。

従つて、実際の事故発生率は、以上のグラフを合成した図6の ようなものになるはずで、

石油コンビナー ト施設の事故発生率の減少傾向をよく説明できるのではないかと考えている。

以上の仮説には以下のような前提条件がある。

①定期点検、定期補修が適切になされること

逆に言えば、上の二つの前提条件が一つでも崩れれば、事故発生率は上昇してしまうという

ことである。

義瀦飩褥蘇ポ隧繹鶴熱[写空∠ズ牲]の

3 定期点検 。定期補修がおろそ力ヽこなつてきていることはないか

どのような施設 。設備でも、定期的な点検 ・補修などの適切なメンテナンスがなされなけれ

ば、いずれ事故の発生、設備の不作動などに結びつくことは避けられない。しかし、点検 ・

補修などに多少手を抜いても、すぐに事故等が発生するとは限らないので、経営状況が苦しく

思う。メンテナンスは事故を起こさず適切に施設を

稼働させるために行うので、「事故が起こらり順調に施設が稼働する」のであれば、メンテ

ナンス費用を節約することは悪いことではない。問題は、「そんなにうまくいくのか」という

ことである。
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定期点検の間隔を拡げたり、大修理しなければならないところを小修理で済ませて先送り

したりすれば、個々の施設では事故につながつていないように見えても、日本全体で見れば、

メンテナンスをおろそ力ヽ こしたことに起因する事故は増えるはずである。

メンテナンス費用の節減蔵丁真型蒟には 「腐食厖羽百百薫勇薦面事歌の増大」という形で

表れると考えられるので、もし 「漏洩事故の増大」の要因の多くが 「腐食 ・劣化に伴うもの」

であれば、「メンテナンス費用の節減が事故件数の急増の一つの原因ではないか」という

推測を裏付ける論拠の一つになる。

一昨年の段階では、「保守点検費用の減少が懸念されるが、今のところ 「腐食 ・劣化による

事故の増大」という形では表れていない。」としていたが、さらに2年分のデータを追カロした

図2で見ると、「漏洩事故の増大の要因のかなりの部分は腐食 。劣化に伴うものである」と

言えそうな傾向を示し始めている。

「腐食 ・劣化による漏洩事故」が平成7年 に大きく減少していたことが一昨年の判断に

大きく影響していたのだが、平成8年 、9年 のデータを加えて見ると、むしろ平成7年 が

異常なのではないか、と考えられる。

実は、平成7年は阪神 ・淡路大震災があつた年で、地震に伴うとされた漏洩事故を入れる

とこの数字よりはる力ヽ こ多くの漏洩事故が発生しており、消防機関が査察を強化したりして

いることもあつて、統計上なんらかの影響があつたのではないか、と考えられる。

このように見てくると、統計上も、「メンテナンス費用の節減が事故件数の急増の一つの

原因ではな型`か」という推測が裏付けられつつある、と言らことが出来るのではないかと

考えている。
筵み、今年 1

4 日本の危険物規制の特徴

危険物関係の事故防止対策は、日本の産業構造の特性や規制の特性などと大きな関係が

あると考えられるので、まず、日本の危険物規制の特徴などについて整理しておきたい。

危険物施設等の技術上の基準のうち、許認可に大きく関係する 「位置、構造及び設備の基準」

の内容を私なりに分類してみると、大きく

①事故を起こさないための対策

②万一事故が発生した場合に損害を最小限にするための対策

に分けられ、①の 「事故を起こさないための対策」はさらに

a 定常操業時の安全確保に関する対策

b 長期間にわたちて施設の安全性を確保するために必要な対策

c 非定 常操業時の安全確保に関する対策
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に分けられると考えられる。

日本の危険物規制の特徴は、「位置、構造及び設備の基準」の多くが、

( 奪́生上主盪全二盤豊生量坐墨二立う上めの弱環上であることである。「位置、構造及び設備

の基準」にかかる政省令をみると、危険物施設の周囲に空地を取ること、貯蔵倉庫の壁、

柱等を耐火構造とすること、出入り口には防火戸を設けること、などといつた規定が中心に

なつているが、これらはすべて主として 「万一事故が発生した場合に損害を最小限にする

ための対策」である。これらの規定を全て遵守したからといつて、事故が起こらないように

なるわけではなく、事故の影響範囲が小さくなつたり、消防活動が行いやすくなつたりする

だけである。

もちろん①の 「事故を起こさないための対策」もないわけではなく、換気設備、避雷設備、

通風装置などを設置することなどが定められているが、細かい数字が定められているわけ

ではなく、定性的な規定が大部分である。

「可燃性の蒸気が滞留する恐れがあるところには、その蒸気を安全に排出出来るような

措置を講じておかなければならない」などということは、法令上の義務になっていなくても、

しつかりした事業所なら当然わかっている当たり前のことで、消防法では、このようなことに

ついては、        いるだけで、後の細かい仕様などは、事業所が自ら、例えば

施設の規模や事業形態、危険物の種類や量などから設計して設置すればよく、はとんど

事業所に任せてしまっている。その意味では、消防法にかかる 「位置、構造及び設備の基準」

の多くは、既に 「機能性基準」になっていると言つてもよい。

日本の危険物規制がこのような規定ぶ りになっているのは以下の理由によるのでは

奪かろう力Ъ

業時の安全確保」は、事業所の側でも 最優先

則の取り組みを信じることが 可能

千自身が最もよく知っており、任せた方が妥当

鑓 及び設備の基準」にはなじまない   
…

―卜の重油流出事故の経験などがら、屋外タンク

貯蔵所等については、例外的に、構造設計等についての詳細な基準が定められており、また、

地震対策については、相当詳細な基準が定められている.

日本の危険物規制の特徴を少し誇張して言えば、危険物の大量振洩と大量の危険物の

火災 については、新潟地震と水島の事故の経験を踏まえ、地震対策も考慮した厳しぃ 「事故



を秤|さ ない粒塞Lを 課上【霊るが、それ以外のも
Pに

ついて生、「拡大堕上主主眼とする

事後対策」が中心に生っているのである。

5 諸外国の規制            、

危険物施設などに対する諸外国の規制の実態についてはよく分からない面が多いので、今年

度から予算を取つて詳しい実態調査を行うことにしているが、予備調査などから伺えるのは、

欧米の化学工場などが、事故防止対策から事故拡大防止対策まで、施設の危険性とそれに

対する安全対策をフォール トツリェ アナリシスなどの様々な手法を用いて分析し、システム

設計を行つていること、それを                      “」ていること、

地元住民に対する情報公開は不可欠であること、欧米諸国がこのような危険分析 ・対策構築

システムを取るようになったのは、 1976年 に発生し22万 人を超える被曝者を出した

イタリアのセベソにおけるダイオキシンの爆発流出事故などがきっかけであることなどである。

もちろん、「欧米諸国」と一くくりに出来るものではなく、国によって、また地域によって、

相当いろいろなや り方をしているようであり、「このような高度な危険分析などの手法が

中小事業所などについても同様に適用されているのか」など、疑問もたくさんありt今 後の

調査の課題だと考えている。

6 危険物規制はこのままでよいか

日本が危険物規制において、このような 「科学的な」安全対策構築システムを許認可の

際の評価手法にしてこなかつたのは、リスクアナ リシスには様々な手法があるが、発生

確率が腰だめで定められるなど今ひとつ信用できなかったことと、一見科学的な安全対策

構築手法を取つているかに見える欧米諸国に比べて日                、

一般住民を巻き込んだ重大事故もほとんど発生 していなかったことなどが大きな理由だと

の危険性のお益大型2ン クなどと除いて)事 業所に任せ、規制は蔓L」 蔓故拡大防止対策」を

中心に行ってきたが、それでも着実に事故は減少してきた。

一方、事業所の側では、システム分析の専門家が事故の発生要因とその確率から個々の

安全対策を体系的に考えるなどということはあまりせず、事故防止対策については従業員の

小集団活動などにより、事故の発生要因をハー ド・ソフト両面からつぶしていく手法を

取ったと問いている。この手法は、同じ生産システムを使っている限りは、まじめに取り

組めば確実に事故発生率が下がつていくメリットがある上、日本の工業製品が世界の

考えられる。

うにする対策」については (大量漏洩、大規模火災
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市場を席巻した品質管理手法の応用でもあり、日本の事業所の得意な手法なのだと思う。     ｀

このように、日本では官民ともに欧米型のリスクアナリシスを重視した安全対策を軽視

してきたと言えるのではなかろう力、                              キ

ここで、最初に指摘したバブル崩壊以降の危険物施設の事故件数の急増を思い出して頂き     ‐

たい。バブル崩壊以降、厳しいリス トラ圧力などにより、日本特有の事故防止ノウハウの

蓄積 ・継承システムが崩れ始めていることが、事故件数の急増の大きな理由の一つでは

ないか、というのが私の仮説である。                               '

事業所の事故防止を支えてきた                                 ,

①小集団活動による事故防止対策の積み上げシステム

②企業への帰属意識の高さに支えられたきめ細かな安全対策の実施                |

③個々の従業員の質の高さに支えられた現場主義 (マニュアルに決められたこと以外の     1

部分による
~C―

の貢調

などが崩れてきているのではないか。そのことが事故が増大し始めている一つの大きな     
‐

理由ではない力、

もし、そうだとしたら、この事故の増大傾向はしばらく続くであろうし、日本でもセベソ

のような大事故が起こる可能性すら出てくるかも知れない。

今、日本は 「規制緩和」、「規制改革」の動きが急で、そのキーワー ドは、「自己責任」

「自主保安」「国際整合化」などである。規制緩和そのものは、21世 紀に通用する国際

競争力のある日本にしていくためのシステム変更の一環として、閣議決定に従って着実に

実行していかなければならない。しかし、危険物施設のように事故が起こった時の結果の重大

性が大きいものについては、安全性の確保は大前提であると思う。

日本のシステムが変革の時を迎えているのは、経済システムや生産システムだけでは

ない。企業への帰属意識の高さや個々の従業員の質の高さに支えられた現場主義など、日本の

安全を支えてきたシステムも大きく変わって来ているのではない力、

今後、危険物施設の事故の推移などを注意深く見守りながら、状況によっては、欧米型の

「事故を起こさない対策」を重視し、「リスクアナリシス」と 「住民への情報公開」を重視

したシステムに転換していく必要もあるかも知れない。
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図1危 険物施設における火災 ・漏えい事故件数の推移
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図 2危 険物施設における漏えい事故件数と
腐食等劣化による漏えい事故件数の推移
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